
契約書（ゼロ市債用）について 

 

１．契約書について 

契約書のデータを下記掲載場所からダウンロードして作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．特約条項について 

 特約条項は、ゼロ市債案件全て共通です。希望する契約方法によって作業内容が異なりますので、ご注

意ください。 

 

 Ａ 紙契約の場合 

   契約書（ゼロ市債 紙契約用）と特約条項（ゼロ市債）を糊付け（又はホッチキス留め）し割印を

した上で提出してください。建設リサイクル法に該当する場合は、特約条項の次に建設リサイクル

13 条書面を糊付け（又はホッチキス留め）し割印してください。 

 

Ｂ 電子契約の場合 

   契約書（ゼロ市債 電子契約用）を提出してください。特約条項（ゼロ市債）は、提出いただいた

契約書と併せて、発注者が電子契約システムにアップロードするため、添付及び提出は不要ですが、

特約条項の内容について、必ず事前にご確認をお願いいたします。 

◆掲載場所  市ウェブサイト＞しごと・産業＞入札・契約＞ 

入札・契約ポータルサイトへのリンク＞入札情報＞工事等【契約関係】（契約検査課分）＞契約

関係様式（建設工事等）ダウンロード＞ゼロ市債 契約関係 

※契約書には紙契約用と電子契約用がありますので、希望の契約方法に合ったものを使用してく

ださい。 


